
杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例 

（昭和31年12月20日条例第20号） 

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。 

改正 昭和32年７月３日条例第12号  昭和32年12月23日条例第16号 

昭和35年４月１日条例第８号  昭和35年12月28日条例第18号 

昭和36年３月22日条例第４号  昭和37年３月15日条例第１号 

昭和39年10月26日条例第40号  昭和40年３月31日条例第12号 

昭和44年３月31日条例第３号  昭和44年９月18日条例第30号 

昭和47年７月３日条例第22号  昭和47年９月28日条例第24号 

昭和49年２月28日条例第１号  昭和50年３月25日条例第15号 

昭和51年10月１日条例第29号  昭和52年12月14日条例第28号 

昭和54年６月29日条例第17号  昭和54年11月28日条例第32号 

昭和56年12月１日条例第41号  昭和57年４月１日条例第９号 

昭和60年３月30日条例第５号  昭和60年11月30日条例第28号 

昭和63年３月14日条例第２号  平成元年12月11日条例第30号 

平成２年３月30日条例第４号  平成３年３月19日条例第２号 

平成３年５月21日条例第12号  平成３年11月29日条例第31号 

平成５年３月10日条例第１号  平成７年３月14日条例第１号 

平成11年12月13日条例第40号  平成12年３月22日条例第21号 

平成17年12月６日条例第41号  平成18年３月20日条例第24号 

平成18年６月30日条例第29号  平成19年３月13日条例第４号 

平成19年12月27日条例第41号  平成20年10月14日条例第28号 

〔題名改正〕 

平成21年５月29日条例第26号  平成21年10月13日条例第34号 

平成21年11月30日条例第39号  平成22年11月30日条例第32号 

平成23年５月30日条例第16号  平成23年11月24日条例第28号 

平成23年12月９日条例第38号  平成23年12月９日条例第39号 

平成24年５月30日条例第29号  平成24年11月28日条例第36号 

平成24年12月７日条例第50号  平成25年12月６日条例第38号 

平成27年12月11日条例第47号  平成28年３月16日条例第25号 

平成28年12月12日条例第49号  平成29年３月16日条例第15号 

平成29年12月11日条例第39号  令和元年12月11日条例第26号 

令和３年２月25日条例第１号  令和３年12月13日条例第43号 

令和４年12月12日条例第35号  令和６年12月11日条例第31号 

    令和７年12月５日条例第39号  令和７年12月10日条例第46号 

 

（通則） 

第１条 杉並区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定める

ところによる。 

一部改正〔平成20年条例28号〕 

（議員報酬） 

第２条 議会の議長、副議長、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副

委員長並びに議員（以下「議長等」という。）の議員報酬は、別表のとおりとする。 

一部改正〔平成20年条例28号・21年34号〕 



（議員報酬の支給方法） 

第３条 議員報酬は、議長及び副議長にあつてはその選挙された日から、委員長及び副委員

長にあつてはその選任された日から、議員にあつてはその職に就いた日から、それぞれ支

給する。 

２ 議員報酬は、議長等が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその

職を離れたときは、その日まで支給する。 

一部改正〔平成20年条例28号・21年34号・28年25号〕 

（日割りによる議員報酬の支給方法） 

第４条 議長等が月の中途においてその職に就いたとき又はその職を離れたときのその月分

の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより支給する。 

全部改正〔平成21年条例34号〕 

（議員報酬の減額） 

第４条の２ 議長等が本会議、委員会及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第12

項に規定する協議又は調整を行うための場（以下「会議」という。）に欠席した日から１

年を経過した日（同日まで連続して会議に欠席した場合に限る。）以後最初に会議が開催

された日から会議に出席した日の前日まで（以下「特定期間」という。）に支給する議員

報酬の額は、第２条の規定にかかわらず、同条の規定による議員報酬の額に100分の80を

乗じて得た額とする。ただし、議長等が次に掲げる事由により会議に欠席した日から１年

を経過した日まで連続して会議に欠席したときは、この限りでない。 

(１) 公務上の災害又は本人の責に帰することができない事故 

(２) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号）第18条第１項に規定する患者又は無症状病原体保有者となつたこと 

(３) その他議長がやむを得ないと認める事由 

２ 議長等が月の中途において前項の規定の適用を受けることとなつたとき又は受けないこ

ととなつたときのその月分の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算

する。 

追加〔平成29年条例15号〕 

（議員報酬の重複支給の禁止） 

第５条 議長等が次の各号のいずれかに該当するときの議員報酬は、その額が同じときはそ

の額を、その額に差があるときはその多い方の額を支給するものとし、重複して支給しな

い。 

(１) 職に異動があつたとき。 

(２) 同一の職又は２以上の職を同時に有するとき。 

全部改正〔平成21年条例34号〕 

（議員報酬の支給期日） 

第６条 議員報酬は、毎月分をその月の25日から末日までに支給する。ただし、第４条及び

前条の規定により議員の身分を離れたときは、その期日前においても、これを支給するこ

とができる。 

一部改正〔平成20年条例28号・29年15号〕 

（費用弁償） 

第７条 議長等が公務のため杉並区の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償

として旅費を支給する。 

２ 費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿

泊手当及び渡航雑費の８種とし、その内容は、杉並区職員の旅費に関する条例（昭和50年

杉並区条例第10号。以下「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の例による。ただし、

旅費条例第９条第１項中「第２号から第６号まで」とあるのは「第３号及び第６号」と、

第10条第１項中「第２号から第５号まで」とあるのは「第３号及び第５号」と、第13条中



「地域の実情を勘案して、内国旅行にあつては一夜につき１万9,000円、外国旅行にあつ

ては一夜につき５万9,000円を超えない範囲内で任命権者が定める額」とあるのは「国の

職員につき国家公務員等の旅費支給規程（昭和25年大蔵省令第45号）により定められてい

る宿泊費基準額のうち、指定職職員等に適用される額」とする。 

３ 旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。 

一部改正〔平成18年条例24号・29号・19年４号・20年28号・21年34号・令和７年46号〕 

（期末手当） 

第８条 議長等で６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」という。）に在職す

る者に対しては、期末手当を支給する。基準日前１月以内に、辞職し、失職し、除名され、

又は死亡した者（当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。）につ

いても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日現在（前項後段に規定する者にあつては、辞職、失職、

除名又は死亡の日現在）における第２条に定める議員報酬月額及びその議員報酬月額に

100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の201.5を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間における在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

６月 100分の100 

３月以上６月未満 100分の60 

３月未満 100分の30 

３ 議長等が議員の身分を離れた場合において、その月又は翌月に再び議員に就職したとき

は、引き続き議員として在職したものとみなす。 

４ 期末手当の支給方法は、杉並区職員の給与に関する条例（昭和50年杉並区条例第９号）

の適用を受ける職員の例による。 

一部改正〔平成17年条例41号・19年41号・20年28号・21年34号・24年36号・27年47号・28年

49号・29年39号・令和元年26号・３年１号・43号・４年35号・６年31号・７年39号〕 

（期末手当の減額） 

第９条 特定期間内に基準日がある場合の当該基準日に係る期末手当の額は、前条第２項の

規定にかかわらず、同項の規定による期末手当の額に100分の80を乗じて得た額とする。

この場合においては、第４条の２第１項ただし書の規定を準用する。 

追加〔平成29年条例15号〕 

（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

一部改正〔平成29年条例15号〕 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和31年９月１日から適用する。 

２ 東京都杉並区議会議員報酬及び費用弁償に関する条例（昭和22年条例第12号）は、廃止

する。 

   （略） 

   附 則（令和７年12月５日条例第39号） 

１ この条例は、令和７年12月11日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び第

８条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

(１) （略）第３条の規定（杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以

下「議員報酬条例」という。）第８条第２項の改正規定を除く。）による改正後の議員

報酬条例の規定（略） 令和７年11月１日 

(２) （略）第３条の規定（議員報酬条例第８条第２項の改正規定に限る。）による改正



後の議員報酬条例の規定（略） 令和７年12月１日 

３ （略）第３条の規定による改正後の議員報酬条例の規定（略）を適用する場合において

は、（略）第３条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された議員報

酬及び期末手当は、（略）第３条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による議員報

酬及び期末手当の内払とみなす。 

   附 則（令和７年12月10日条例第46号）抄 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

15 （略）附則第６項の規定による改正後の杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（略）の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅

行については、なお従前の例による。 

別表（第２条関係） 

議長 月額 893,100円 

副議長 月額 808,200円 

委員長 月額 671,300円 

副委員長 月額 643,300円 

議員 月額 621,500円 

一部改正〔平成23年条例38号・39号・24年50号・25年38号・27年47号・28年49号・29年39

号・令和元年26号・６年31号・７年39号〕 


